
淀川水系流域委員会殿 
国土交通省近畿地方整備局殿 
 
   （昭和５９年～６０年渇水）大川維持流量・放流制限についての質問 
                              平成１９年１１月１２日 

                          「関西のダムと水道を考える会」 
                             （代表）野村東洋夫 
［質問１］ 
別紙「毛馬水門放流量年表」（→「資料１」「資料２」）は昭和５９年と６０年の大川毛馬水

門における日平均放流量（単位：m3/s）を示したものです。一部の数字の下にはアンダー

ラインが引いてありますが、これは当会が引いたもので、大川維持流量の標準放流量

（60m3/s）を 20m3/s 以上下回る数字であることを示しています。 
この表によれば、昭和５９年９月２５日に標準放流量を切った後も連日、放流量の減少が

続き、１０月６日には 36.5m3/s となっています。つまりこの日は維持流量の放流制限を

20m3/s 以上も実施した訳ですが、しかしこの表からは、毛馬水門からの放流量が標準放流

量を 20m3/s 以上下回るというこの状態がその後、翌年２月８日に至るまでのほぼ４ヶ月間

に渡って殆んど連日のように続いたと読み取ることができ出来ますが、間違い有りません

ね？ 
［質問２］ 
第７回委員会（H14, 2, 1）資料２－１「淀川水系 利水の現状と課題」p.3-5（上段）の 
「２、渇水被害状況」の一覧表（→「資料３」「資料４」）の中に、この昭和５９年～６０

年渇水の状況が記されていますが、維持流量の放流制限に起因するものとしては唯一、次

の記述があります。 
 “塩水遡上により、臨海工水の取水に影響があり、一部企業で減産” 
つまり大阪臨海工業用水道の桜宮取水場で塩水被害が出たというのですが、しかしこの大

阪臨海工業用水道は平成１５年度に解散したため、この取水場では現在は取水をしておら

ず、仮に今後、同様の状況が生起した場合でもこの問題は発生しないと考えられますが、

如何でしょうか？ 
［質問３］ 
前述のように、この一覧表においては、大川維持流量放流制限に起因する出来事として「塩

水遡上による臨海工水」問題だけが記述されていますが、この他には何も問題が無かった

のですね？ 
もし有ったのでしたら出来るだけ具体的にお示し願います。 
 
                                    （以上） 
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